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高等学校における選択制の決定過程に関する考察

一選択制の促進要因と阻害要因の視点から(事例研究)-

静岡県立横須賀高等学校山崎保寿

1 .はじめに

今日，第 14期中央教育審議会答申に見られるように生徒の多様化に対応して高等学校の教育

課程における選択制の拡大が強く要請されている (1)。既に平成元年改訂新学習指導要領におい

ても，総則第 5款の 1で「多様な各教科・科目を設け生徒が自由に選択することのできるよう配

慮するものとする」という規定が新たに加えられ，選択制の拡大は従来の改訂時以上に強い要望

となっている。

現在，高等学校においては，新学習指導要領に対応した教育課程の編成を迫られており，わけ

でも選択制の編成は，特色ある教育課程を実現するために各学校の中心議題になっている。

筆者は既に，高等学校の選択制を実証的に考察し，選択制の促進要因と閉害要因に関する因子

を抽出した (2)。すなわち，促進要因に関しては「将来の職業への配慮Jの因子， I高度な専門性

への配慮jの因子， I特色ある教育課程実現への配慮jの因子， I科目担当教員への配慮」の因子，

「生徒の要望への配慮」の因子， I各教科のバランスへの配慮Jの因子の 6因子である (3)0 そし

て，組害要因に関しては「指導態勢への阻害Jの因子， I生徒把握への阻害Jの因子， I公平な評

価への阻害Jの因子， I教員の教科専門性への租害Jの因子， I類型による阻害Jの因子， I教育

目標への阻害jの因子の 6因子であるO

そこで，以下では， これらの因子を分析の視点として，一高等学校の事例を通して教育課程の

決定過程における選択制拡大の実際の問題点を考察する。

2.事例校の概要

S県立A高等学校は，昭和 23年に隣接町のB高等学校の分校として発足し，昭和 27年から全

日制普通科の高等学校として現在に至っている ω。学力的には地域の中学校から中位以下に位

置する生徒が進学している O 昭和 45年に学校の活性化をねらって，工業・商業・家庭科のコー

ス告IJを実施したが (5)，かえって近隣学区の職業高校に合格する見込みのない生徒がこれらのコー

スに集まることになった。特に，工業科には問題生徒が集中するという事態を招いたため，再び

普通科のみの学校に戻っている。

-125-



『学校経営研究』第18巻 1993

事例校の生徒の学力については，次のちIIJによって知られる O 平成 4年度 4月に実施した数学科

基礎学力診断テスト (6)では， 12次方程式X2 = 7を解けJ(仁IJ学校 3年の範囲の問題)の正当

率は， 21.0%である。この例によって，中学校の基礎学力に欠ける生徒が多数在籍していること

が知られる。基礎学力に欠ける生徒が多数在籍していることは，次節で考察するように，教員1m

に選択fljljよりも基礎学力の充実が先決という意識をもたらし，選択tnljの拡大組害斐IElとして!強く

影響している。

また，事例校における!こ級学校への進学率は， 30.2%である(表 l参照)。事例校のように就

職希望者の多い高校こそ，新学習指導要領の目的とする普通科における職業教育 (7)を実施する

にふさわしい学校であるが，次節に述べるように，実際には教青tJs程の決定過程において職業教

育という観点からの選択制の吟味は，職員会議という全体の場では十分になされなかった。

表 1 事事IJ校の進路状況(平成 3年度卒業生)

程: 5}IJ *Bl 分 男子 女子 小 III今 合計(%)

166 162 3 2 8 (100%) 

国公立 。 。
4年制大学

私 立 3 7 

進 学者数 国公立 o 9 9 (30.2%) 
短期大学

ヰL 立牟 1 9 2 0 

専修・各種学校 5 0 2 1 7 1 

就 職者数 107 1 1 9 2 2 6 (68.9%) 

そ の 他 3 。 3 (0.9%) I 

(S県立A高等学校 f:iJZ成 4年度進路の手5I (資料編)J P.4より作成)

3. 教育課程の編成過程(県教育委員会から学校ヘ)

本節および次節では，教育課程の編成に関する県教育委員会による指導助言を中心lこ，事例校

における教育課程の決定過程において内部要因がどのように関係して，実際の高等学校における

選択制が決定されるかを考察するは)。本節で明らかにするのは，教育課程の編成に関する県教

育委員会による指導助言の内容と，学校への伝達経路である。

新学習指導要領に!羽して，県教育委員会からの伝達講習会が行われるO これは県の地域別に各

高等学校の教務主任および教科主任(または教科の代表者)を集め，平成 3年 8月と平成 4年 7

月にそれぞれ 1@ず、つ行われている O それ以外に平成 3年には教務主任に対して教育課程の編成

に関する説明会が 2回行われているO また， この伝達講習会とは別に，県内中堅教員によって構
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成される教育課程検討委員会があるO

この伝達講習会を受けて事例校においては教育課程の編成作業を図 iのような経路で進めてい

る。

文部省→地区剥IJ伝達講習→|扇高足(指導主事，教育課程検討委員会)

教務主任および品各教科主任を通して伝達

高等学校

教務課

(連絡・調整)

|教育課程委員会|←↑

教務課係←ートー→ / ↓ ¥ 

(連絡・調整) ゆ(科会議団空会蓋JI教科会議i↑

教務課係←ート一→ ¥↓/'  t 

|職員会議|→→→↑

品

決定

や 般教員

図 1 教育課程講習における説明の伝達経路(事例校の場合)

さて，県教育委員会による伝達講習会においては，高等学校学習指導要領の改訂について次の

内容で説明がなされた。まず，教育課程講習会資料 ωlこ基づいて改訂の経緯および改訂の基本

方針が説明された。特に強調されたのは，人間としての在り方生き方に関する教育を通して道徳、

教育の充実を図ることであり，それを LHRや倫理を通じて行うべきことが説明された。

次いで，新高等学校学習指導要領の第 1章総員IJについて第 1款教育課程編成の一般方針ーから第

8款通信制の課程における教育課程の特例までがj頓に説明された。その主な指導内容は，表 2の

通りである。表 2の右側の欄は， これらの指導内容について，事例校において編成されている新

教育課程への反映度を，事例校に所属する筆者の観察により評価したものである。反映j支の高い

項目は，体験的な学習の実践，いじめなどに対する配慮として生命に対する畏敬の念の育成，望

ましい勤労観や職業観の育成などである。反対に，選択制に関する項目については，第 4節でも

考察するように，概して反映度が低くなっているO

以上が県内の伝達講習会において示された主な内容であるO 伝達講習会という性格上，学習指

導要領の改訂点を忠実に伝えることが主眼となっている。このような伝達講習会に関する問題点

をあえて挙げれば，特色ある教育課程のための情報やその方策が示されることが少ないことであ

ろう。講習会では，県内高等学校のベテラン教員が講師を担当しているのであるが，講師の立場



款節

改訂の

基本方針

改訂の

要 }ー、ゐコ、日、

第 l款 1

第 i款 2

第 1款 4

第 2款 i

第 2款 1

第 4款 6
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表 2 第 1章総員IJの内容についての指導内容

学習指導要領の項目 重点指導内容 事例校での

人間としての在り方生き方に関す LHRや倫理を通じて行うこと。 反映

る教育を通して道徳教育の充実を

図る
。

学校選択ではなくて生徒選択のチャンスを与え
各教科・科目の履習について ム

ること。

体験的な学習や問題解決的な学習 学校行事・特別活動・職業科目を通して行う。 。
などを通じて・

生命に対する畏敬の念、を培う いじめなどに関しての配慮である。 。
望ましい勤労観，職業観の育成や 学校行事・特別活動・職業科目を通して行う。

奉仕の精神の桶養

。
.A， Bがついている各教科・科目 多様な生徒の実態に応じた選択学習が積極的に

ム
について なされること。

i単位の定め方(授業の 1単位B寺 標準の時間より短縮することは望まなし、。 。
間は 50分を標準とする) 標準を重視したい。

標準単位数をくだらないものとする。標準単位

標準単位数 数よりも少なく単位数を配当することは極力実 ム

施しなし ¥0 また，倍単は届け出が必要(11)。

32単位時間は，学校 5日告IJを考慮したもので

位Il寺11立を標準とする

。
ある。

クラブ活動の実施は部活動との関
部活動への参加をもってクラブ活動の一部また

連を考慮することができる
は全部の履修に替えることができる。ただし， ム

LHRは代替できない。

。十分反映されている Oほ{正反映されている ムあまり反映されていない ×全く反映されていない(筆者の評価)

(S県教脊委員会高校教育課同Z成3年度高等学校教育諜程講習会 総RIJ及び特別活動J1991. 8.を参照)

や力量の関係もあって，学習指導要領の文言や上位の伝達講習会の繰り返しになりやすいことで

ある。

もちろん，学習指導要領の改訂の趣旨等(は)を忠実に伝えることは伝達講習会という性格上や

むを得ないことであり，それはそれとして意義のあることである O しかし，学習指導要領の改訂

の主旨が各高等学校へ伝わるまでには次第に色あせ，文言の解釈と教育課程の編成作業の問題に

終始しやすいことは特色ある教育課程の編成という点では少なからず問題である O 下の講習会ほ

と特色ある教育課程実現につながる情報が少なくなり，柔軟で弾力のある解釈もされにくくなっ

てし 1く。
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加えて，学校の教務主任もそれをおうむ返しに受け取っていては，特色ある教育課程実現のた

めに教務主任としての力量を発揮することは一層難しくなる。教育課程の編成過程における教務

主任のリーダーシ y プが弱し可場合には，学校内部においては改訂の趣旨を実現しようとする意識

はさらに失われ，単位数の配当を完了すればこと足れりとする傾向も見られるのである。教務主

任自身が改訂の趣旨を先取りし，特色ある教育課程の編成について研究的態度をもつことが必要

である。

4. 事例校における選択制の決定過程

教育課程の決定過程の中でも，選択制の決定過程は，学校内部の要因が強く作用するだけに重

要である O とりわけ事例校においては，学校の歴史的要因，生徒の学力(低学力)の要因，時間

割の構造に対する理解不足等の要因が選択制の拡大組害要因として強く働いた。これらの阻害要

因を考察するために，まず，事例校における新教育課程決定までの過程について明らかにしたい。

事例校では，教頭，教務主任，進路指導主事，各教科主任，教務課係を構成メンバーとする教

育課程委員会(図 2参照)が中心となり新教育課程の編成に取り組んだれ3)。教育課程に関する

職員会議は，平成 3年度中に 6回，平成 4年 4月から 7月までに 3@]関かれているO

川設員i

i メL 号ソ
I :zo;;詰茸

各課(総務・研修・生徒・進路・保健・図書諜)

教務課(連絡・調整)

教育課程委員会;構成(教説教務主任，進路指導主事，

各教科主任，教務課係)

各委員会(交通安全・ LHR.保健・図書・諺学旅行委員会)

国 2 教育課程委員会の位置 (S県立A高等学校『学校要覧.]p.8 i校務分掌組織Jより作成。)

教育課程の編成過程で主な問題になったのは，第一に，学校 5日制との関連で総単位数をどの

ように定めるか，第二に，学校の特色を生かした「その他の科目Jの設定をするかどうか，第三

に，選択科目の組み合わせを単位数との関連でどのようにするかであるO

第一の問題については，全日制の課程においては 32単位を標準とする学習指導要領の規定や

伝達講習会の主旨を踏まえながらも，事例校では総単位数を 31単位で構成することになった。

その理由は，学校完全 5日制を見通した場合には 32単位よりも 31単位の方が対応しやすいこと，

大学受験者が少ないため進学校のように大学入試に必要な科目に単位数を多く配当する必要がな
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いこと， といって，職業・芸術@家庭科の単位数を増加しようとしても教員の担当時間数の関係

から無理があること等である。

第二a の問題については， íその他の科目」として就職希望者向けに「礼儀作払~J などが考案さ

れたが，そのカリキュラムが明確でなかったために見送られ，教務課の課題として残されること

になった。

第三の問題については，職業科i白=ヨiをLj十い!十:

なつたが，普通科目は職業科目の授業形態(2単位で 2時間連続授業)に合わせることができず，

職業科目と芸術科目の組み合わせによって選択科目群を構成することになった。しかも， 2年次

と 3{I三次で職業科目と芸術科目の選択を交替する方法が取られ，選択万法に関する特色をなすこ

とになった(区13参照)。

年次

教科

芸術

家庭

2年次 3年次

i芸術科目|

￥匝函司
選択の交替

選択方法

2年次に芸術科目を選択した

生徒は 3年次に職業科目を選

択する。 2年次に職業科目を

選択した生徒は 3年次に芸術

科目を選択する。

~3 2年次と 3年次の選択方法

表 3 事例校教育課桂における生徒選択制の部分

2 次 3 fj-: cx 
保i タJ 

科 iヨ ji!i択万法 科 iヨ 選択方法

美術立 (2) α 美術1I (2) αrα' i科目 α と α
， 

書道1I (2) 書 道1I (2) 2単位 について

1科目
食物 (3) β を選択 は 2 年次

保育 (3) と 3 年次

商業 を選択 流通経済 (3) で生徒は

メZZLZ (3) β l科 iヨ 芸術とそ

円[日「
年次

類型

選 択 可能単位数

学年全単位数

工業基礎 (3)

製 i塁(新)(3) 

製図(継続)(3) 

実 玉iIヨ刃 (3) 

表 4 事事IJ校における自由選択単位数

2 年次

130 -

3単位 れ以外の

を選択 選択を交

替する

年次

B類型

文系 3 理系 5

3 1 
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以上のような問題について，教育課程委員会が中心となり 1991年 9月から毎月検討が重ねら

れた。その過程で，教育課程編成の推進役である教務主任が最も努力したのは，就職希望者が過

半数を占める普通科高校において進学希望者にも対応しつつ職業科目の特色を出すことであった。

教務主任が，普通科教員との意見調整に努めることによって，就職穎型には職業科 I~l を必修にす

ることとし，選択制にも上記のような特色を持たせることができた。結果的に，事例校の新教育

課程の最終案のうち 2年次と 3~1三次の生徒選択の部分は表 3 のようになった。表 3 で α とイが

前述した選択を交替する科目群である。また，生徒の自由選択単位数を示したものが表4である。

以上のように，普通科における職業教育を重視する基本方針の下に検討された教育課程である

が，選択制に関しては，次の二点で問題を残すものとなった。

第一に，類型を越えた生徒の選択は不可能なことである。新学留指導要領では， iその穎型に

おいて履修させることになっている各教科・科目以外の各教科・科目を履修させたり，生徒が自

由に選択履修することのできる各教科・科目を設けたりするものとするo J (総 l~iJ第 5 款の 1 ) 

として類型を越えた選択が可能になるように強調しているのに対して，事例j校では現実には考え

られていなかった。その理由としては次のことが挙げ、られる。つまり，一般の教員には，時間割

に関する教員@科iヨの条件や個々の条併二の関連性についての理解が不足しているため，知f11を越

えた選択に!認する討議が十分になされていないことである。言い換えれば， 11寺 I~，n害IJ の構造令に対す

る認識が不十分なため，類型を越えた選択が可能になるような柔軟な発想、がなされないことであ

るO さらには，事例校においては，進学希望者と就職希望者とを分ける類型のため，両者に共通

の科目を選択する道を開くという発想が乏しいことも挙げられるO

第二に，生徒が実質的に選択可能な単位数は， 1年次に芸術の 3単位， 2年次にA類型(就i骸

希望者)の 2単位， 3年次にA類型の 5単位， B類型(進学希望者)の 3'"'-' 5単位のみである

(表 4参照)。教育課程の編成過程においては，普通科における職業教育の必要性や生徒の実態に

合った選択制の在り方などが検討された。しかし，教員の担当時間の問題や生徒の把握の問題，

生徒の学力の問題(1-1)を無視することができず，結果的に事例校の選択制は生徒の自由選択の少

ないものとなった。

この二点に関してみれば，事例校の選択1liiJは硬誼化したものとなった。このような選択制の硬

直化は，事例校だけに見られるのではない。例えば，文部省指定の教育課程研究校となった神奈

川県立茅ケ崎西浜高等学校でも選択制の拡大に関しては，教員の間に全科目必修にして選択を廃

止すべきであるとの意見があることを報告している (ω 。選択制の決定には，生徒の学力の要因，

教員の担当日寺聞の要因，学校の歴史的要因等が強く影響するのであるO

本節の最後に，事例校における選択告IJの決定過程を観察し促進要因と阻害要因の観点から整理

すれば表 5-1および表 5 2のようになる。
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表 5-1 選択需IJの決定過程の考察(促進要因の視点から)

考察の視点(選択告IJの促進要因〉 選択告IJ の決定過程の考察

将来の職業への配慮 当初の理念、としては強かったが，教育課程の編成の過程で，選択制に

は十分反映されていない。

高度な専門性への配慮 教育課程の編成当初から殆ど配慮されていない。

生徒の学力に対する期待が少なL、。

特色ある教育課程実現への配慮 一部の教員i習には配慮への意識が強く選択方法において特色を持たす

ように配慮された。事例校の場合，将来の職業への配慮を十分に行う

ことが教育課程の特色を実現することになる。

科目担当教員への配慮 当初]から十分に配慮された。家庭科や職業科目担当教員への配震も行

き届いている。

生 徒 の 要 望への配慮 教育課程の編成過程では生徒の要望への配慮はそれほど強くはなかっ

たが，生徒の学力，興味・関心については十分に配慮された。

各教科のバランスへの配慮 当初から十分に配慮された。

表 5-2 選択制の決定過程の考察(阻害要因の視点から)

考察の視点(選択制の阻害要因) 選 択 告IJ の決定過程の考察

指導態勢への阻害 事例校では，組織的な生徒指導が自常的に行われており，選択告IJの拡

大によって指導態勢が闇害されるという意識は少ない。

よ1::徒担保への日…阻 J害~ I 選択制の拡大によって教室移動が多くなり，生徒の偲握が困難になる

という意識は強l¥。授業をエスケーフ。する生徒が増加することが懸念、

された。

公 平 な 評 価への阻害 職業科自については選択制を拡大しでも公平な評価が阻害されるとい

う意識は見られなかった。

教員の教科専門性への阻害 選択告IJの拡大によって担当時間が増加することを警戒する意識は非常

に強し、。最大の阻害要因といえる。

類型 よ る 阻害 事例校では，類型を越えた選択をすることは許されず，選択制の拡大

を阻害している。

(教育目標への阻害 選択告IJの拡大が教育目標の達成を阻害するという意識が少し見られる。
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5. まとめと今後の実践課題

事例校においては，普通科における職業教育を呂的として特色ある教育課程の実現が呂指され，

教育課程の類型を設けることによって進学希望者への対応も目指されたが，選択告IJの拡大につい

ては消極的なものとなった。その要因として， コース制から選択制へという学校の歴史的要因，

生徒の学力の問題，教員の担当時間の問題等が選択制拡大の阻害要因として強く影響した(図 4

参照)。

教育課程の目標に関する要因 学校の実態に関する要因

普通科における職業教育歴史的要因(コース制の廃止)

基礎学力の充実 Iキキ宇宇 i生徒の学力(低学力)

就職と進学への対応 | 品 |生徒指導上の問題(生徒把握の国難，授業エスケープ)

品 | 教員の担当時間(特に職業・芸術・家庭科)

品

類型の設定

問問l職業科目の選択

選択方法の工夫

自由選択が少ない

図4 事例校における選択制に影響した要因

事例校における選択制の決定過程を考察した結果，選択制の拡大には，基礎学力の充実と選択

制をし 1かに両立させるかが重要な鍵になることが明らかになった。したがって，基礎学力の充実

を目的とする科目を選択肢の中に設定することが実践面の重要な課題になると指摘することがで

きる。その際に，選択告IJの拡大を実現するためには，生徒の選択が安易に流れるとか，評価が甘

くなるといった見方そのものを反省することが必要である O

また，教育課程委員会→教科会議→職員会議というサイクルの中で，教務主任の強力な 1)ー

ダーシップと教務課の連絡・調整機能がないと，学習指導要領の改訂の主旨を実現することが難

しいことが考察された。高等学校のように教科中心主義の学校では，教務主任が特色ある教育課

程を実現するためによほど強いリーダーシップを発揮しない限り，選択制を拡大の方向に改善す

ることは難しし、。

今後の実践課題は，新学習指導要領の趣旨や学校 5日告IJの実施を踏まえ，教員が新しい学力観

を認識しそれを選択制に反映すること，そして，選択制によって特色ある教育課程を実現するた

めには教務主任の強力なリーダーシッフ。が必要なことである。
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J玉

(1)文部省 f新しい時代に対応する教育改革J文部時報臨増 ぎょうせい， 1991年， 36頁。

( 2 )山崎保寿「普通科高等学校教育課程に関する教育経営学的研究一教育課程経営における選択制拡大

の問題 -J平成 3年度筑波大学大学院教育研究科修士論文 179 ~ 207真。 伺論文の一部を再構成し

「高等学校教育課恕における選択fh'J拡大に!却する実証的研究」として大塚学校経営研究会春季合宿研究

会で発表している(1992.3.29)。

( 3 )選択ih'Jの促進要因に関する考察については， .t:l品I~'J 1"普通科高等学校教育課程における選択ili'Jの促進要

ぽlJr学校教育研究』第 7巻， 1992年参照。

( 4) S県立A高等学校 FV成 4年度学校要覧』参照。

( 5 )コース;I;'J設立の背景に関しては， A 高校工業科教諭永井重芳が次のように考察している。

1. 高校進学卒上昇に伴t¥普通科生徒が多様化したことへの対応としてO

2. 企業の合理化，労働力の不足などによる社会の要請に応えるため。

また，その後コースfHlJ廃止について次のような意見が出されたとしている。

1. 施設，設Mil，単位数等において中途半端であるため，就職に当たってコースの生徒が特に有利で

はなし、。

2 技能者養成よりも基礎学力の充実が先決である。

3. 新指導要領(当時)に示されている選択制の強化は， コースがある限り自由な展開ができない。

(永井重芳 iA高校における工業科の歩みJS県立A高等学校『研究紀要』第11号， 1985年， 86~ 106 

頁。)

( 6 )平成 4年 4Fl 15日に実施した数学科基礎学力診断テスト結果報告書参照。事例校では，小学校 4年

から仁j:1学校 3年までの問題によって基礎学力診断テストを実施している。平成 4~ì三震は 81ヨ自である。

この問題以外にも， i 400 pjの l害'J2分 51豆は，何円ですか。 J(小学校 6年の範囲の問題)の正当率は

20.0%であり，小学校高学年から算数の理解力に問題を抱えている生徒が多いことが分かる。

( 7 )文部省『高等学校学習指導要領j(平成元年度改訂)総則編第 5款の 2で「普通科においては，地域

や学校の実態，生徒の特性，進路等を考癒し，必要に応じて，適切な職業に関する各教科・科目の麗修

の機会の確保について配慮するものとする。」と規定された。

また， この規定は， i普通科における職業教育を重視することを一層明維にJ(文部省内教育課程研究

会監修辻村哲夫・大西珠枝『高等学校新教育課程の解説』ぎょうせい， 1991年， 188~189頁。)示した

ものであり，普通科における職業教育の重視は，今回の改訂に対して県から学校への伝達講習会におい

ても特に強調されている。

( 8 )本来，教育課程とは， i学校教育の目的や目標を達成するために，教育の内容を生徒の心身の発達に

応じ，授業Il寺数や単位数との関連において，総合的に組織した学校の教育計画J(文部省『高等学校学

習指導要領解説総WJ編J東!J_J書房， 1989年， 47頁。)であり，単なる教育課程表の作成や単位数の配当

を意味してはいなし、。しかし，現実には教育課程表を定めるまでが，特に選択iMに関しては重要な意味
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を持つことも無視できない。

( 9 )事例校における教育課程委員会の構成等については，次節で示す。

(ο10ω) s県立教育委員会高校教育諜 f下ミ平ド成 3~年iドミ}度主おi高高等字学:校教育;諜架程;講持i首習号守J会総H印則iリL及及ひ

(B 4 )版坂全 5臼8頁)λ。

(11)標準の限度を超えて単位数を増加して配当する場合の他に，県教育委員会にj吊出が必要なものには次

のような場合などがある。地域，学校および生徒の実態に応じて「その他の科目Jを設ける場合，必修，

科目の単位数を減ずる場合，単位の認定を学期の!玄分毎に行う場合などである。(S県教育委員会高校

教育課 rs 県高等学校教育諜程編成の子i~ IJ 1992iiミ7月 参照)

(12)具体的には， I心豊かな人間の育成JI基礎・基本の重視と個性を生かす教育の充実JI自己教育力の

育成JI文化と伝統の尊重と I~際理解の推進J といった改訂の基本方針を指す。

(13)事例校における教育課程編成の基本方針は次の通りである O すなわち，将来，本校に入学してくる生

徒の学力のレベルが急激に高くなるとは考えられないという基本認識に立ち，現状とほぼ同様の生徒を

教育するものと予想して次の四つの万針の一円こ教育課程を編成すべきであるとしている (A高等学校

「教育課程についての審議事項」より)。

1.普通高校において職業科目を学習させる意義を重視し，従来通り家庭科，工業科， ï島業科の科 I~I を

麗修させる。

2.学力の高い者，進学希望者に対する教育課程として，英語，数学における習熟度日1]授業を実施する。

これは，同時に低学力者に対する了寧な学業指導を保障するものでもある。

3. コース告1]と類型告1]については，過去の反省(過去，工業コースに問題が集中した)から額型制を採

用する。

4. その他，学校 5日制の実施を考慮に入れ， 1週間の授業時数や必修クラブの部活動との代替につい

ては柔軟に対処する。

(14)選択科目群の中に実技科目を設定することについては，生徒の学力・集中力の関係で座学では無理!な

ので実習科目を採用するという考えが事例校では強い。

(15) I生徒の能力・興味・関心等に応じて，多様な選択科目が履修できるようにするための教育課程の編

成と実施上の工夫Jr中等教育資料』第577号， 1991年 2月臨増， 689~702貰。神奈川県立茅ケ崎西浜高

等学校における教員対象の選択科目の意識諮査によれば， I全科目必修にして選択を廃止すべきである」

と答えた教員が 39%を占め，その理由として， Iこれによって基礎学力の充実を図る条件が得られるか

ら」という答えがその内 53%を占めている。
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